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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第96期

第２四半期
連結累計期間

第97期
第２四半期
連結累計期間

第96期

会計期間
自平成25年４月１日

至平成25年９月30日

自平成26年４月１日

至平成26年９月30日

自平成25年４月１日

至平成26年３月31日

営業収益 千円 9,909,633 9,840,110 19,703,025

経常利益 千円 1,654,692 1,688,863 3,064,352

四半期（当期）純利益 千円 999,387 1,001,580 1,791,332

四半期包括利益又は包括利益 千円 1,085,728 1,572,292 1,568,932

純資産額 千円 29,856,728 31,378,908 30,004,641

総資産額 千円 66,799,047 69,883,498 69,333,734

１株当たり

四半期（当期）純利益金額
円 18.19 18.24 32.62

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
円 － － －

自己資本比率 ％ 44.7 44.9 43.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
千円 2,800,191 2,299,593 5,451,688

投資活動による

キャッシュ・フロー
千円 △1,105,868 △1,110,121 △2,272,618

財務活動による

キャッシュ・フロー
千円 △1,141,562 △1,091,352 △1,960,356

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
千円 3,899,693 4,663,767 4,565,647

 

 
回次
 

第96期
第２四半期
連結会計期間

第97期
第２四半期
連結会計期間

 
会計期間

 

自平成25年７月１日

至平成25年９月30日

自平成26年７月１日

至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 円 7.72 7.12

 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．営業収益には、消費税等を含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動は、以下のとおりであります。

（運輸業）

　平成26年４月16日付で当社の連結子会社である習志野新京成バス株式会社は、当社の連結子会社である船橋新京成

バス株式会社に吸収合併されました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日本銀行の各種政策を背景に、景気は緩やかな回復

基調が続いておりますが、海外景気の下振れ懸念や消費増税に係る影響など、依然として先行き不透明なまま推移

いたしました。

　このような状況のもとで、当社グループでは安全管理体制の更なる充実を根幹とし、引き続き全事業において積

極的な営業活動を展開するとともに、経営基盤の強化並びに効率化に努めました。

　その結果、営業収益は9,840百万円（前年同期比0.7％減　69百万円）、営業利益は1,722百万円（前年同期比

2.2％減　38百万円）、経常利益は1,688百万円（前年同期比2.1％増　34百万円）、四半期純利益は1,001百万円

（前年同期比0.2％増　２百万円）となりました。

　これをセグメントごとに示すと次のとおりであります。

 

①（運輸業）

　鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとしてＡＴＳ（列車自動停止装置）更新工事に着手いたしましたほ

か、８９００形車両１編成の走行装置等の更新、踏切障害物検知装置の更新工事等を行いました。

　諸施設のバリアフリー化につきましては、五香駅上りホームの嵩上げ工事及びホームの内方線の設置を実施

したほか、松戸駅のエレベーター設置工事をすすめました。

　また、新たに制定した「シンボルマーク」・「コーポレートカラー」について６月１日より使用を開始し、

駅名看板や電車車両への展開を順次はじめました。

　鎌ケ谷市内の連続立体交差化工事につきましては、初富駅付近下り線の仮線切り替え工事を実施しましたほ

か、同駅下り線を仮ホームに移転いたしました。今後も引き続き早期完成を目指し工事をすすめてまいりま

す。

　営業面につきましては、沿線健康ハイキングを実施しましたのをはじめ、新京成ファミリーコンサート等の

開催、千葉ロッテマリーンズとのコラボレーションによるラッピング電車の運行を行いましたほか、行楽施設

の前売券の発売を行い、旅客誘致並びに増収対策に努めました。

　バス事業の一般乗合輸送につきましては、環境や高齢者などに配慮した車両への代替を５両実施いたしまし

た。

　営業面につきましては、旅客誘致並びに増収に向けた継続施策として、高齢者支援及び通学客誘致を目的と

した割引定期券を発売いたしました。また、貸切輸送及び特定輸送を新規に受注し、増収対策に努めました。

　なお、船橋新京成バス株式会社と習志野新京成バス株式会社は、競争力・収益力強化の面から、４月16日付

で船橋新京成バス株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。

　以上の結果、営業収益は7,962百万円（前年同期比1.3％減　108百万円）、営業利益は930百万円（前年同期

比0.4％減　４百万円）となりました。

 

EDINET提出書類

新京成電鉄株式会社(E04098)

四半期報告書

 4/23



（業種別営業成績表）

業種別

当第２四半期連結累計期間
（26．４．１～26．９．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

鉄道事業 5,593 △2.3

バス事業 2,669 0.3

消去 △300 －

営業収益計 7,962 △1.3

 

（提出会社の鉄道事業営業成績表）

種別 単位
当第２四半期連結累計期間
（26．４．１～26．９．30）

前年同期比（％）

営業日数 日 183 －

営業キロ キロ 26.5 －

客車走行キロ 千キロ 7,626 △3.3

輸送人員    

定期 千人 33,007 △0.3

定期外 〃 18,573 △0.6

計 〃 51,581 △0.4

旅客運輸収入    

定期 百万円 2,605 △1.3

定期外 〃 2,837 △0.1

計 〃 5,443 △0.7

運輸雑収 〃 150 △38.3

運輸収入合計 〃 5,593 △2.3

乗車効率 ％ 37.2 －

　（注）　乗車効率の算出方法

乗車効率＝
延人キロ（駅間通過人員×駅間キロ程）

× 100
（客車走行キロ×平均定員）
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②（不動産業）

　不動産賃貸業では、空室へのテナント誘致を積極的に行い物件稼働率の向上に努めましたほか、賃貸施設の

保全工事を実施いたしました。

　新規賃貸施設として、（仮称）薬園台駅前ビルの建設工事に着手し、平成27年４月に当社初の住宅型有料老

人ホーム開業を目指し工事をすすめております。

　以上の結果、営業収益は1,584百万円（前年同期比1.5％増　23百万円）となりましたものの、営業利益は789

百万円（前年同期比0.6％減　４百万円）となりました。

 

（業種別営業成績表）

業種別

当第２四半期連結累計期間
（26．４．１～26．９．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

不動産分譲業 2 －

不動産賃貸業 1,581 1.5

消去 － －

営業収益計 1,584 1.5

 

③（その他）

　その他（コンビニ事業等）の営業収益は373百万円(前年同期比4.6％増　16百万円)、営業損失は10百万円(前

年同期は営業利益18百万円)となりました。

 

（業種別営業成績表）

業種別

当第２四半期連結累計期間
（26．４．１～26．９．30）

営業収益（百万円） 前年同期比（％）

コンビニ事業等 373 4.6

消去 － －

営業収益計 373 4.6

 

(2)財政状態の分析

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、減価償却による有形固定資産の減少等がありましたものの、投

資有価証券の増加等により前連結会計年度末に比べ549百万円（前期比0.8％増）増加し、69,883百万円となりまし

た。

　負債は、前受金の増加等がありましたものの、未払金、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ824百万

円（前期比2.1％減）減少し、38,504百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ1,374百万円（前期

比4.6％増）増加し、31,378百万円となりました。
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(3)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前第２四半期連

結会計期間末に比べ764百万円（前年同期比19.6%増）増加し、4,663百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　営業活動の結果得られた資金は2,299百万円（前年同期比17.9％減）となりました。

 これは主に法人税等の支払額が647百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益1,546百万円及び減価償却費

1,423百万円が計上されたこと等によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　投資活動の結果使用した資金は1,110百万円（前年同期比0.4%増）となりました。

 これは主に工事負担金等受入による収入が3,474百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が4,461百

万円と大きかったこと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動の結果使用した資金は1,091百万円（前年同期比4.4％減）となりました。

 これは主に長期借入金の返済による支出が951百万円及び配当金の支払額が136百万円あったこと等によるもので

あります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5)研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループの主たる事業である運輸業は、鉄道事業法等により、運賃等の設定及び施設の新設・保全等に関し

法的な規制を受けており、今後、規制の変更がなされた場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性

があります。近年の少子高齢化の進展は、生産年齢人口の減少により、今後も、鉄道事業及びバス事業とも厳しい

状況が予想され、中長期的には当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの

借入金は当第２四半期連結会計期間末11,478百万円となっており、今後金利水準が大幅に上昇した場合には、当社

グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

　当社グループといたしまして、これらの状況を踏まえて、お客様に安心かつ快適にご利用いただけますよう、引

き続き安全管理体制を維持・強化するとともに、安全確保並びにバリアフリー化に向けた諸施設の整備・改善を積

極的に推進し、より一層の旅客サービスの向上に取り組みつつ旅客誘致に努めてまいります。金利上昇の影響につ

いては、借入金の抑制並びに固定金利化を図るなどにより、金利上昇によるリスクの軽減に努めてまいります。

 

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　キャッシュ・フローの状況につきましては、「(3)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。

　当社グループは、運輸業に経営資源を集中的に投入し、安全の確保を目指します。この投資に係る所要資金は、

営業活動によって得られる資金を充てるほか、借入金等により調達する予定でありますが、全事業における収益力

強化の徹底等により、有利子負債の増加を抑制する所存であります。
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(8)経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、当社グループを取り巻く事業環境を、沿線の少子高齢化が一段とすすみ、厳しい状況

であると認識しております。

　このような状況を踏まえ、当社グループでは、平成22年度から平成33年度の長期経営計画の第２ステップとして

「地域と会社のブランド力向上」「信頼性・快適性の向上」「成長できる業務体質への転換」「人材力・組織力向

上」の４つの戦略を柱とした平成25年度から平成27年度の３ヶ年を計画年度とする中期経営計画を策定し、経営基

盤の更なる強化に努めるほか、沿線地域と企業の価値向上を目指してまいります。

　運輸業においては、お客様に安全・安心かつ快適にご利用いただけますよう、引き続き安全管理体制を維持、強

化するとともに、安全確保並びにバリアフリー化に向けた諸施設の整備・改善を積極的に推進いたします。鉄道事

業では、より一層の旅客サービスの向上に取り組み、旅客誘致に努めるほか、常に業務の見直しを図るなど経営の

効率化をさらにすすめてまいります。また、バス事業では、地域のお客様の利便性に配慮しつつ、利用状況や走行

環境を踏まえたダイヤの改正・路線の再編等に積極的に取り組むほか、貸切・特定輸送において、企業・団体等へ

の営業を強化することにより収益の確保に努め、業績の向上を目指してまいります。

　不動産業においては、長期安定収入の増加を図るため、社有資産の有効活用を推進し、不動産賃貸業の一層の拡

充に努めるとともに、魅力ある賃貸物件を開発することにより、沿線価値の向上に取り組んでまいります。

　また、当社及び当社グループ会社社員が守るべき具体的な事項を定めた「行動規準」の周知徹底を引き続き図る

とともにコンプライアンス体制を充実させ、法令・社会規範の遵守並びに企業の社会的責任の遂行に取り組んでま

いります。

　以上のように、当社グループは積極的な営業活動を行い、業績の向上に努めるとともに、経営基盤の強化安定を

図ってまいります。

 

　（なお、将来に関する事項については当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。）
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月６日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 55,116,142 55,116,142
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 55,116,142 55,116,142 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年７月1日～

平成26年９月30日
－ 55,116,142 － 5,935,940 － 4,773,405
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 京成電鉄株式会社  千葉県市川市八幡３－３－１ 21,424 38.87

 日本生命保険相互会社  東京都千代田区丸の内１－６－６ 1,626 2.95

 帝都自動車交通株式会社  東京都江東区門前仲町２－８－９ 1,000 1.81

 株式会社関鉄クリエイト  茨城県土浦市真鍋１－10－８ 900 1.63

 三井住友海上火災保険株式会社  東京都千代田区神田駿河台３－９ 695 1.26

 三井住友信託銀行株式会社

 常任代理人日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社

 東京都中央区晴海１－８－11 667 1.21

 関東鉄道株式会社  茨城県土浦市真鍋１－10－８ 666 1.21

 新京成電鉄従業員持株会  千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４－１－12 588 1.07

 株式会社みずほ銀行

 常任代理人資産管理サービス信

託銀行株式会社

 東京都中央区晴海１-８-12

 晴海アイランドトリトンスクエアオフィ

スタワーＺ棟

551 1.00

 日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
 東京都中央区晴海１－８－11 509 0.92

計 － 28,629 51.94
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 208,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 54,603,000 54,603 －

単元未満株式 普通株式 305,142 － －

発行済株式総数 55,116,142 － －

総株主の議決権 － 54,603 －

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式904株が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

新京成電鉄株式会社

千葉県鎌ケ谷市くぬぎ

山四丁目１番12号
208,000 － 208,000 0.38

計 － 208,000 － 208,000 0.38

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,565,647 4,663,767

売掛金 1,289,909 1,159,493

商品及び製品 24,684 15,354

分譲土地建物 2,877,179 2,877,179

原材料及び貯蔵品 322,886 352,644

繰延税金資産 266,656 260,575

その他 171,758 170,379

流動資産合計 9,518,721 9,499,392

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,597,998 20,196,798

機械装置及び運搬具（純額） 5,358,329 5,088,897

土地 9,325,934 9,325,934

建設仮勘定 17,634,792 18,169,859

その他（純額） 533,904 460,790

有形固定資産合計 53,450,959 53,242,279

無形固定資産   

その他 381,267 364,331

無形固定資産合計 381,267 364,331

投資その他の資産   

投資有価証券 5,677,535 6,482,378

繰延税金資産 98,003 104,730

退職給付に係る資産 39,897 20,668

その他 167,349 169,717

投資その他の資産合計 5,982,785 6,777,494

固定資産合計 59,815,013 60,384,106

資産合計 69,333,734 69,883,498

負債の部   

流動負債   

買掛金 846,145 659,319

短期借入金 3,713,530 3,543,430

未払金 4,455,724 2,286,941

未払法人税等 651,765 516,925

前受金 12,175,200 14,633,309

賞与引当金 437,683 436,633

その他 2,898,362 2,761,776

流動負債合計 25,178,411 24,838,336

固定負債   

長期借入金 8,717,120 7,935,280

繰延税金負債 116,547 423,307

退職給付に係る負債 2,887,131 2,961,880

その他 2,429,881 2,345,785

固定負債合計 14,150,680 13,666,253

負債合計 39,329,092 38,504,590
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,935,940 5,935,940

資本剰余金 4,774,519 4,774,519

利益剰余金 17,422,146 18,226,924

自己株式 △76,100 △77,323

株主資本合計 28,056,505 28,860,061

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,145,356 2,672,240

退職給付に係る調整累計額 △197,220 △153,392

その他の包括利益累計額合計 1,948,136 2,518,847

純資産合計 30,004,641 31,378,908

負債純資産合計 69,333,734 69,883,498
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業収益 9,909,633 9,840,110

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 7,513,205 7,506,881

販売費及び一般管理費 ※ 636,081 ※ 611,136

営業費合計 8,149,287 8,118,018

営業利益 1,760,345 1,722,091

営業外収益   

受取利息 347 444

受取配当金 28,958 35,596

持分法による投資利益 － 24,276

その他 34,182 18,032

営業外収益合計 63,488 78,349

営業外費用   

支払利息 129,643 110,311

持分法による投資損失 38,699 －

その他 798 1,266

営業外費用合計 169,141 111,578

経常利益 1,654,692 1,688,863

特別利益   

工事負担金等受入額 286,436 1,005,585

固定資産売却益 9,863 －

特別利益合計 296,300 1,005,585

特別損失   

固定資産圧縮損 139,221 621,831

固定資産除却損 166,693 434,974

減損損失 － 91,585

特別損失合計 305,914 1,148,391

税金等調整前四半期純利益 1,645,077 1,546,057

法人税、住民税及び事業税 707,069 513,273

法人税等調整額 △61,379 31,203

法人税等合計 645,689 544,476

少数株主損益調整前四半期純利益 999,387 1,001,580

四半期純利益 999,387 1,001,580
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 999,387 1,001,580

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 84,629 518,198

退職給付に係る調整額 － 38,439

持分法適用会社に対する持分相当額 1,711 14,073

その他の包括利益合計 86,340 570,711

四半期包括利益 1,085,728 1,572,292

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,085,728 1,572,292

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,645,077 1,546,057

減価償却費 1,512,927 1,423,540

持分法による投資損益（△は益） 38,699 △24,276

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,607 △1,049

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92,537 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 26,258

受取利息及び受取配当金 △29,305 △36,041

支払利息 129,643 110,311

有形固定資産売却損益（△は益） △10,322 △6,798

工事負担金等受入額 △286,436 △1,005,585

固定資産圧縮損 139,221 621,831

減損損失 － 91,585

固定資産除却損 211,870 532,744

売上債権の増減額（△は増加） 6,723 130,416

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,914 △20,427

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,173 △9,216

前払年金費用の増減額（△は増加） 88,753 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － 14,042

仕入債務の増減額（△は減少） △143,240 △441,302

未払消費税等の増減額（△は減少） 166,849 99,829

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △60,446 △79,734

その他 5,806 11,078

小計 3,538,837 2,983,264

利息及び配当金の受取額 50,196 74,201

利息の支払額 △129,643 △110,377

法人税等の支払額 △659,200 △647,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,800,191 2,299,593

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,250,126 △4,461,929

有形固定資産の売却による収入 10,806 8,327

無形固定資産の取得による支出 △16,729 △130,810

工事負担金等受入による収入 2,150,179 3,474,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,105,868 △1,110,121

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △992,640 △951,940

自己株式の取得による支出 △10,338 △1,222

自己株式の売却による収入 302 －

配当金の支払額 △137,437 △136,740

その他 △1,448 △1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,141,562 △1,091,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 552,759 98,120

現金及び現金同等物の期首残高 3,346,933 4,565,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,899,693 ※ 4,663,767
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　平成26年４月16日付で当社の連結子会社である習志野新京成バス株式会社は、当社の連結子会社である船橋新

京成バス株式会社に吸収合併されたため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の

決定方法を従業員の平均残存勤務期間を基に算定した単一の割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込

期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が92,117千円増加し、利益剰余金が59,526

千円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

従業員給料及び手当 149,118　千円 167,330　千円

賞与引当金繰入額 32,492 34,756

退職給付費用 114,460 49,349

　（注）退職給付費用には、確定拠出年金への掛金及び従業員への前払退職金の支払額等が含まれております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 3,899,693　千円 4,663,767　千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 3,899,693 4,663,767
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

配当に関する事項

　（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 137,346 2.5 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 

　（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月30日

取締役会
普通株式 137,281 2.5 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

配当に関する事項

　（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 137,276 2.5 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 

　（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 137,268 2.5 平成26年９月30日 平成26年12月３日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 運輸業 不動産業 計

営業収益        

外部顧客への

営業収益
8,060,982 1,542,172 9,603,154 306,478 9,909,633 － 9,909,633

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

9,579 18,942 28,521 50,821 79,343 △79,343 －

計 8,070,561 1,561,114 9,631,676 357,300 9,988,976 △79,343 9,909,633

セグメント利益 934,344 793,438 1,727,783 18,709 1,746,493 13,852 1,760,345

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、駅売店業等であり

ます。

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 運輸業 不動産業 計

営業収益        

外部顧客への

営業収益
7,952,938 1,557,063 9,510,002 330,108 9,840,110 － 9,840,110

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

9,402 27,134 36,536 43,730 80,267 △80,267 －

計 7,962,340 1,584,198 9,546,539 373,838 9,920,377 △80,267 9,840,110

セグメント利益

又は損失（△）
930,169 789,007 1,719,177 △10,018 1,709,159 12,932 1,722,091

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンビニ事業等で

あります。

     ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「運輸業」セグメントにおいて、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第

２四半期連結累計期間において91,585千円であります。
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（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 18円19銭 18円24銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 999,387 1,001,580

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 999,387 1,001,580

普通株式の期中平均株式数（千株） 54,927 54,909

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

　平成26年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　137,268千円

　（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　２円50銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成26年12月３日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月４日

新京成電鉄株式会社

取締役会　御中

 

東陽監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 海老　正義　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　宏暢　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　章公　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新京成電鉄株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新京成電鉄株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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